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1 大阪府 岸和田市 市立桜台保育所給食特区
岸和田市の岸和田
中部地域

　市立桜台保育所の幼保連携型認定こども園改修工事には、給
食室の改修も含まれている。そのため、工事期間（令和８年度）中
は厨房設備が使えないため、自園調理が必須である３歳未満児
（０～２歳児クラス）について、自園調理による給食の提供が不可と
なる。
　特例措置を活用すれば、３歳未満児にも外部搬入の給食が提供
できるようになることで、給食室の大規模改修工事が可能になり、
より安心で安全な保育を実施することが出来る。

920 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業

2 静岡県 伊豆市 伊豆市こども園なかよし給食特区 伊豆市の全域

　伊豆市は、公立認定こども園への多様なニーズに対応するに
は、効率的な施設整備、人員配置が課題である。
　公立認定こども園の給食を施設に余裕のある修善寺東こども園
で一括調理、集中管理することにより、人材不足の解消や経費節
減を図り、市内一貫した食育の実践が可能となる。また安定した味
付けや市内業者が取り扱う地元食材の利用が増え、安心・安全な
給食を提供できる。

2001
公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入
方式の容認事業

3 長崎県 西彼杵郡時津町 “とびきり素敵に時を超える”とぎつワイン特区
西彼杵郡時津町の
全域

　時津町ではぶどうなどの果樹栽培が盛んであるが、生産者の高
齢化や担い手不足、耕作放棄地の問題が顕著である。また、本町
の観光消費額も低迷しており、一次産品を活用したとぎつブランド
を確立しなければならない。町内ではワイン用のぶどうも栽培され
ており、ワインの製造を希望する生産者もいるが最低製造数量基
準などの制限により、なかなか踏み出すことができていない。
　今回、本特例措置を活用することで、本町のブランド力を高め、
一次産品の魅力向上を図ることで、農業振興や担い手の確保、さ
らには町外からの人の流れを生み出す。

709(710,711) 特産酒類の製造事業

4 沖縄県 南城市 南城市泡盛天親田（アマウェーダ）特区 南城市の全域

　南城市は、沖縄県の稲作文化発祥の地とされている。しかし、近
年は高齢化や農業担い手不足の進行により、棚田を中心とした農
地景観の喪失や農業の衰退、稲作文化継承の危機的な状況にあ
る。そこで、特産酒類の製造事業を活用し、市の特産物である米を
原料とした泡盛（原料用アルコール）を域内で製造・販売する。これ
により製造された泡盛は、市でのみ入手可能、かつ稲作伝説とも
結び付いた“幻の古酒”として重要な観光資源となり、域内の産業
振興や棚田景観の再生、雇用創出、経済の好循環等へ寄与する
ことが期待される。

709(710,711) 特産酒類の製造事業
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